
就労準備支援事業
その他就労準備支援

居住支援事業
（シェルター事業）
その他緊急支援

居住支援事業
（地域居住支援事業）
その他地域居住支援

家計改善支援事業
その他家計改善支援

子どもの学習・生活支援事業
その他子どもの学習・生活支
援

・市内５か所で中学生対象に実施しております。
 1.各会場の定員は20名
 2.週1回　午後6時15分～8時（曜日については確認ねがいます。）

生活困窮者に対する各種支援の実施状況
自治体名 立川市

相談窓口 くらし・しごとサポートセンター

連絡先 042-503-4308

・就労準備支援事業を以下のように実施しております。
 1.自立相談支援事業により就労準備支援を希望や相談がある場合、
個別のプランをたて参加していただいております。
 2.就職活動については職安への同行や就労支援企業による照会によ
り就労後のフォローも行っております。

・居住支援事業（シェルター事業）については、実施していませ
ん。
・緊急時の食料の提供を実施。ただし、事前に電話にて確認してく
ださい。

・家計改善支援事業を以下のように実施しております。
1.公共料金の滞納・減免等
2.自己破産等の場合は法テラスにつないでおります。
3.家賃や生活費に一時的に困っている場合。（家計簿作成指導等）

・居住支援事業（地域居住支援事業）については、実施していませ
ん。


